
下保谷四丁目特別緑地保全地区活用検討事業一覧（庁内活用分）

事　業　内　容

単独療育グループ、親子参加グループの野外活動場所として活用を希望し
たい。

【ｺﾐｭﾆﾃｲ事業】＊ｺﾐｭﾆﾃｨの拠点(自治会・地域ネット等)
【協 働 事 業】＊NPO企画提案事業テ－マ設定型のテ－マに「屋敷
　　　　　　　　　　林の活用」を設定
【人権事業】　 ＊小学生対象の「人権の藍の花事業」

めぐみちゃんメニュー事業・マルシェ
（屋敷林を会場としたマルシェの開催）

　適応指導教室（スキップ田無、スキップ保谷）や不登校ひきこもり相談室（ニ
コモルーム）に通う児童・生徒が課外授業等を行なう場としての活用。

①屋敷林イベント（保谷のアイ）【既存事業】
②下保谷地区で盛んだった”藍”関連事業
　（栽培～刈り取り～染付け等）
③母屋や蔵を使用した民具等展示
　（管理・解説員等要検討）
④上記③が可能な場合、小学校の社会科見学等

（仮）青空おはなし会等を検討希望（緑陰おはなし会とか、紙芝居など）

地域の記憶を蘇らせる。瞽女（ごぜ）コンサートの実施
※瞽女（ごぜ）が来て門付けをしていた歴史がある

校外事業（低学年の自然観察；虫取り体験、虫の生態観察など）

オレンジカフェ
（高齢者認知症につい、参加者同士のコミュニケーションの場を提供）

　瞽女（ごぜ）：芸を支えに生きた人々〔目の不自由な女性〕三味線や唄を披露して農作物を引き換えにもらっていた
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